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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
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規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
税
務
課
）
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規

則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
五
月
二
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
八
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
注
⚒
中
「第

⚒
条
第
15項

」
を
「第

⚒
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
の
注
⚑
、
別
記
第
二
十
三
号
様
式
の
注
及
び
別
記
第
二
十
五
号
様
式
の
⚒
の
注

⚑
中
「同

条
第
15項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「第

72条
の
39の

⚔
第
⚒
項

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
「第

⚒
条
第
15

項

」
を
「第

⚒
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
中
「⚑

送
達
を
受
け
る
べ
き
者
下
記
の
と
お
り

⚒
書
類
の
名
称

」
を
削
り
、
「上

記

の

」
を
「下

記
の
情
報
に
よ
り
特
定
さ
れ
る

」
に
、

「

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

を
」

住
所

氏
名

「

送
達
す
べ
き
書
類
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報

送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名

に
改

」

め
る
。

別
記
第
四
十
号
様
式
の
注
⚒
、
別
記
第
四
十
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
の
注
、
別
記
第
四
十
三
号
様
式

の
二
（
そ
の
一
）
の
注
及
び
別
記
第
四
十
五
号
様
式
（
そ
の
一
）
の
注
中
「同

条
第
15項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
七
号
様
式
（
そ
の
一
）
の
注
⚒
中
「第

⚒
条
第
15項

」
を
「第

⚒
条
第
16項

」
に
改
め

る
。別

記
第
四
十
七
号
様
式
（
そ
の
五
）
中
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「減
免
申

請
額

円
身
体
障

害
者
等

住
所

を
」

氏
名

自
動
車

の
表
示

等

登
録
番
号

生
年
月
日

年
月

日
（

歳
)

車
名

障
害
の

概
要
等

番
号

交付年月日

年
月

日
取
得
年
月
日

年
月

日

車
台
番
号

障
害
名

主
た
る
定

置
場

障
害
の

程
度

種
別
及
び

用
途

運
転
者
住

所

使
用
目
的

氏
名
（
身
体
障
害
者
等
と
の
関
係

）

所有者

住
所

(所
在
地
)

運
転

免
許
証

番
号

交付年月日

年
月

日
氏

名
(名

称
)

使用者

住
所

有
効
期
限

年
月

日

氏
名

種
類

条
件

「減
免
申

請
額

円
身
体
障

害
者
等

住
所

氏
名

登
録
番
号

生
年
月
日

年
月

日
（

歳
)

車
名

障
害
の

概
要
等

番
号

取
得
年
月
日

年
月

日
交

付
年
月
日

年
月

日

車
台
番
号

障
害
名

二
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自
動
車

の
表
示

等

主
た
る
定

置
場

障
害
の

程
度

種
別
及
び

用
途

運
転
者
住

所

使
用
目
的

氏
名
（
身
体
障
害
者
等
と
の
関
係

）

所有者

住
所

(所
在
地
)

運
転
免

許
証
又

は
免
許

情
報
記

録

番
号

氏
名

(名
称
)

有
効
期
間

の
末
日

年
月

日

使用者

住
所

種
類

氏
名

条
件

」
に
改
め
、

同
様
式
の
注
を
同
注
⚑
と
し
、
同
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
「
免
許
情
報
記
録
」
と
は
、
道
路
交
通
法
第
95条

の
２
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
を
い

う
。

別
記
第
五
十
二
号
様
式
の
注
⚑
及
び
別
記
第
五
十
六
号
様
式
の
注
中
「第

⚒
条
第
15項

」
を
「第

⚒
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
四
号
様
式
の
二
中
「第

73条
の
24第
⚓
項

」
を
「第

73条
の
24第
⚔
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
十
号
様
式
の
注
⚒
中
「第

⚒
条
第
15項

」
を
「第
⚒
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
十
四
号
様
式
の
注
⚒
、
別
記
第
七
十
五
号
様
式
の
注
⚒
、
別
記
第
七
十
七
号
様
式
の
注

⚒
、
別
記
第
九
十
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
の
注
⚒
、
別
記
第
九
十
四
号
様
式
（
そ
の
⚒
）
の
注
⚒
及
び

別
記
第
九
十
六
号
様
式
の
注
⚒
中
「同

条
第
15項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
十
八
号
様
式
の
注
⚒
中
「第
⚒
条
第
15項

」
を
「第

⚒
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
号
様
式
の
注
⚒
及
び
別
記
第
百
一
号
様
式
の
注
⚒
中
「同

条
第
15項

」
を
「同

条
第
16

項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
号
様
式
中
「（
第
44条
の
⚔
関
係
）

」
を
「（

第
44条
の
⚓
関
係
）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
一
号
様
式
中
「（

第
44条

の
⚔
、
第
45条

の
⚒
関
係
）

」
を
「（

第
44条

の
⚓
、
第
45

条
の
⚒
関
係
）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
二
号
様
式
中
「（

第
44条

の
⚕
関
係
）

」
を
「（

第
44条

の
⚔
関
係
）

」
に
、
「第

44
条
の
⚕
第
⚑
項

」
を
「第

44条
の
⚔
第
⚑
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
三
号
様
式
中
「（

第
44条

の
⚖
関
係
）

」
を
「（

第
44条

の
⚕
関
係
）

」
に
、
「第

44
条
の
⚖
第
⚑
項

」
を
「第

44条
の
⚕
第
⚑
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
四
号
様
式
中
「（

第
44条
の
⚖
関
係
）

」
を
「（

第
44条
の
⚕
関
係
）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
五
号
様
式
中
「（

第
44条
の
⚗
関
係
）

」
を
「（

第
44条
の
⚖
関
係
）

」
に
、
「第

44

条
の
⚗
第
⚓
項

」
を
「第

44条
の
⚖
第
⚓
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
六
号
様
式
中
「（

第
44条
の
11関
係
）

」
を
「（

第
44条
の
10関
係
）

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
七
号
様
式
中
「（

第
44条

の
11関

係
）

」
を
「（

第
44条

の
10関

係
）

」
に
、
「第

44
条
の
11第
⚒
項

」
を
「第

44条
の
10第
⚒
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
十
八
号
様
式
中
「（

第
44条

の
12関

係
）

」
を
「（

第
44条

の
11関

係
）

」
に
、
「第

44
条
の
12第
⚒
項

」
を
「第

44条
の
11第
⚒
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
二
十
六
号
様
式
中
「同

条
第
15項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定

は
、
令
和
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

相
続
人
代
表
者
指
定
届
出
書
等
を
印
刷
し
た
用
紙
で
残
存
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
残
存
分
に

限
り
、
こ
れ
に
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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五
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日
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発
行
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令
和
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発
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